
スポーツ施設の安全管理について

令和７年度 地域スポーツの場づくりに関するオンラインセミナー
第２回 誰もが安全・安心に活用できるスポーツ空間

スポーツ庁 参事官（地域振興担当）付
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スポーツ施設の安全管理について

第十二条 国及び地方公共団体は、国民が身近にスポーツに親しむことができるようにするとともに、競技水
準の向上を図ることができるよう、スポーツ施設（スポーツの設備を含む。以下同じ。）の整備、利用者の需要に応じ
たスポーツ施設の運用の改善、スポーツ施設への指導者等の配置その他の必要な施策を講ずるよう努めなければな
らない。

２ 前項の規定によりスポーツ施設を整備するに当たっては、当該スポーツ施設の利用の実態等に応じて、安
全の確保を図るとともに、障害者等の利便性の向上を図るよう努めるものとする。

スポーツ基本法（平成23年法律第78号）

ハード・ソフト両面から、施設の安全確保を行い、
地域において誰もがスポーツ施設でスポーツをすることができる

環境を整備していくことが求められる。

① 地域において、住民の誰もが気軽にスポーツに親しめる「場づくり」の実現
（「質」的充実）
ク 国は、（公財）日本スポーツ施設協会や地方公共団体等の関係者と十分に連携して、スポーツ施設の事故
や老朽化に関する情報提供や、施設の維持管理・運営に関する人材育成、保険制度の普及を図るとともに、
施設の構造体・非構造部材の耐震化等の自然災害へのハード・ソフト両面での対応を行い、施設の安全
確保を推進する。

第３期スポーツ基本計画（令和４年３月25日）

地域において誰もが気軽にスポーツに親しめる場づくりの実現
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水泳等の事故防止について

■水泳等の事故防止について（通知）（令和７年５月２日）

水泳等の事故防止のため、関係機関・団体と密接な協力の下、下記事項及び「プールの安全標準指
針」（平成19年3月文部科学省・国土交通省策定）を参考として、地域の実情に即した適切な措置
を徹底
プールの利用が増加する夏季を前に、所管のプールの施設・設備について、安全点検及び確認を徹底

（1）プールの利用期間前に、
排（環）水口の蓋の設置の有無を確認
蓋がない場合及び固定されていない場合は、早急にネジ・ボルト等で固定するなどの改善を図るほか、排（環）水
口の吸い込み防止金具についても丈夫な格子金具とするなどの措置をし、いたずらなどで簡単に取り外しができない
構造とすること

屋内プールにあっては、吊り天井の脱落防止のための点検を行う等の安全対策を講ずること
（2）プールを安全に利用できるよう、
救命具の設置や、プールサイド等での事故防止対策を行う
適切かつ円滑な安全管理を行うための管理体制を整えること
監視員については、プール全体がくまなく監視できるよう十分な数を配置
救護員についても、緊急時に速やかな対応が可能となる数を確保すること

（3）プール施設の管理は利用者の命を守る重要な任務であることを踏まえ、
監視員を含む安全管理に携わる全ての従事者に対し、プールの構造設備及び維持管理、事故防止対策、事故発
生等緊急時の措置と救護等に関し、就業前に十分な教育及び訓練を行うこと

使用期間中に新たに雇用した従事者に対しても、就業前に同様の教育、訓練を行うこと
等
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プール施設の安全管理について

「プールの安全標準指針」では、監視、利用指導及び緊急時の対応の
ため、監視員の適切な配置を行うとともに、プール内で起こる事故の原
因や防止策、事故が発生した場合の対応方法等について十分な知識
を持って業務に当たらせることが必要としており、
・公的な機関や公益法人等の実施する救助方法及び応急手当に関
する講習会等を受講し、これらに関する資格を取得した者とすること
・集中力を持続させるために休憩時間の確保についても考慮すること
等が望ましいとしている。また、プールの設置管理者及びプール管理業務
の受託者は、監視員等の安全管理に携わるすべての従業者に対し、徹
底した教育及び訓練を就業前に行っておく必要があるとしている。

＜公益法人等が実施する講習会の例＞
公益財団法人日本スポーツ施設協会
「公認水泳指導管理士養成講習会」 「スポーツ救急員公認インストラクター養成講習会」 等

救助用器具の使用方法の講習 応急手当方法の講習

〇文部科学省及び国土交通省では、「プールの安全標準指針」（平成19年3月）を策定。
〇プールの施設面、管理・運営面で配慮すべき事項等について、関係する省庁が統一的に示し、プ
ールの設置管理者に対して、国の技術的助言として適切な管理運営等を求めていくもの。
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体育館の床板剥離による負傷事故防止

スポーツ施設の管理者は、施設に起因する事故について、日頃より十分な情報収集を行うとともに、事故が発生
しないよう施設を健全な状況に維持し、危険が予見される場合は一時中止などの適切な対応をとることが必要。
例：プールの排水設備等に起因するもの、体育館のフローリングの劣化等によるもの等

■事故防止のための適切な維持管理の内容

「体育館の床板の剥離による負傷事故の防止について（通知）」
（29施施企第2号平成29年5月29日）

１．適切な清掃の実施（水拭き及びワックス掛けの禁止）
２．日常点検・定期点検の実施、記録の保管及び速やかな応急処置
３．維持管理を外部委託する際の適切な仕様の設定
４．長期的な改修計画の策定、計画に基づく改修の実施及び補修・改修記録の保管
５．施設利用時における注意事項の利用者への周知

「消費者安全法第23条第1項の規定に基づく事故等原因調査報告書
-体育館の床板の剝離による負傷事故-」（消費者庁、平成29年5月29日）

 平成29年5月、消費安全調査委員会より、体育館の床板の剥離による負傷
事故に関して行った消費安全法の規定に基づく調査結果を、消費者安全確
保の見地から文部科学大臣に対して意見が提出

 体育館の所有者及び管理者による、調査報告書を踏まえた、体育館の床板
の剥離による負傷事故の防止をより一層推進するため、文部科学省及びス
ポーツ庁より、維持管理における取組等を適切に実施するよう通知を発出

https://www.caa.go.jp/policies/council/csic/report/report_010

https://www.mext.go.jp
/a_menu/shisetu/mainte
nance/mext_00003.html

 令和6年12月から令和7年2月にかけて、目視による日常点検
等を実施している学校においても、体育館の床板の剥離（ササ
クレ・ひび割れ・欠け等による剥がれ）等による負傷事故が相
次いで発生している。

 これらの事故を受け、文部科学省において、同様の事案の再発
防止と体育館の安全確保に万全を期すため、令和7年5月に、
「体育館の床板の剥離による事故防止についてー子供たちを守
るためにー」を作成。

柔らかい布を使用した
床板の点検方法の例

ササクレが見つかった際の
床板の簡易補修（パテ
埋め補修）の手順例
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スポーツ活動における熱中症事故の防止について

■スポーツ活動における熱中症事故の防止について（依頼）（令和７年５月２日）

〇基本的な考え方
夏期においても、心身の健全な発達や健康及び体力の保持増進等の観点から、運動・スポーツを継続して実施すること
は重要であり、安全を確保したうえでの運動・スポーツの実施のために以下の重点事項に留意しつつ、熱中症対策に万全
を期すことが重要であること。

〇重点事項
a 本格的に暑くなる前の時期で、体が暑さに慣れていない中で急に暑い環境にさらされると熱中症になりやすいことから、
気温等がそれほど高くない日に無理のない範囲で汗をかき、徐々に暑熱順化（体を暑さに徐々に慣らしていくこと）を行う
こと。
b 活動の場所や種類にかかわらず、暑さ指数（WBGT）に基づいて活動実施を判断すること。特に、スポーツイベント・
大会の実施に当たっては、開催地域における暑さ指数の状況等も参考にしながら、これまでと開催時期を変更する、開催
時間帯をずらす、運動負荷を軽減する、健康に被害が生じるおそれがある場合は中断・中止するなど、熱中症予防に配
慮した開催方法を検討すること。
c スポーツ活動前や活動中、活動後に、健康をチェックし、適時・適切な水分・塩分補給を行うとともに、多様かつ効果的
な身体冷却を行うこと。
d 熱中症の疑いのある症状が見られた場合には、早期に水分・塩分の補給、身体冷却、病院への搬送を行うこと。
e 環境省が発表する熱中症警戒情報に留意し、警戒情報発出時に運動・スポーツを実施する場合は、エアコンがある
屋内など涼しい環境を確保（屋外において実施する場合は上記b～eの対策を徹底）すること。

※具体的な内容は、弊庁HP掲載の通知をご覧ください。
【参考】 スポーツ活動における熱中症事故の防止について（依頼）（令和7年5月2日付）
https://www.mext.go.jp/sports/b_menu/hakusho/nc/jsa_00051.html
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国土強靭化の推進

内閣官房HP https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/kokudo_kyoujinka/dai1_chuukikeikaku/gaiyou.pdf
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国土強靭化の推進

内閣官房HP https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/kokudo_kyoujinka/dai1_chuukikeikaku/gaiyou.pdf



体 育 ・ ス ポ ー ツ 施 設 整 備
（ 学 校 施 設 環 境 改 善 交 付 金 等 ）

自治体が整備する体育・スポーツ施設に対して学校施設環境改善交付金を交付することにより、以下を推進する。

スポーツをする場の確保

 学校のプール、武道場の新改築等
 地域の拠点となる運動場、体育館、

プール、武道場等の新改築等

国土強靱化の推進

避難場所の活用

 地域のスポーツ施設の耐震化
（構造体・非構造体）

 スポーツ施設の空調整備

脱炭素社会の推進

 地域のスポーツ施設に
再生可能エネルギーを整備

 災害に強く、災害時にも快適に過ごせるスポーツ施設を整備することで、災害に強いまちづくりに繋がる。
 環境にやさしい地域のスポーツ施設を増やし、脱炭素社会の実現に貢献する。
 地域スポーツクラブ活動に必要な整備・改修を支援することで、地域のスポーツ環境整備を促進する。

R7制度改正

効果

※改築：既存の施設を全部取り壊し、更地にしてから同
様の施設を造る工事

補助対象

 CO2排出減に寄与する整備を支援

地方公共団体 算定割合 １/３補助 ※空調新設、災害対応の浄水プール等は1/2

地方公共団体 公立中学校

地域スポーツクラブ活動で必要な用具の保管のための用具庫等、 運動部活動の地域スポーツクラブ活動への移行に資する施設について、
整備・改修（32億円の内1,000万円）を支援する。
補助対象 補助対象となる学校種 算定割合 １/３補助

 地域のスポーツ環境の充実 ● 災害時には避難所として活用されるための環境整備（耐震化及び空調設備の整備等）
 2050年カーボンニュートラル達成に向けて、脱炭素社会の実現に寄与する環境整備

事業開始年度 令和５年度～

事業開始年度 平成23年度～

公共施設（公立図書館等）を相手方とする、社会体育施設の複合化・集約化について、補助率を1/2に引上げ

9
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参考：緊急防災・減災事業

総務省HP https://www.soumu.go.jp/main_content/000794104.pdf
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防球ネットの点検について

＜経緯＞
• 令和３年４月、木製の防球ネット支柱転倒による、児童の死傷事故が発生
• 防球ネットの安全性を維持していく上で、設計、構造、施工、点検において統一された共通ルールがない
• 防球ネット施工に携わる者は経験値から危険を察知できても、実際に施設を管理運営する管理者には不明点が多い
• 既設防球ネットの管理基準を設定し、防球ネットの部位名称の統一、各部材の役割、基本的構造、点検方法や管
理方法を掲載したマニュアルを、一般社団法人日本防球ネット施設業協会が作成(令和５年４月)

※参照URL：一般社団法人 日本防球ネット施設業協会 「令和5年度版 既設防球ネット点検マニュアル」
https://n-boukyunet-fa.com//wp/wp-content/themes/swell/img/maintenancestandards-01.pdf

【マニュアルの内容】

第１章
防球ネットについて

第２章
簡易点検

第３章
防球ネット台帳作成

第４章
緊急点検
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消費者事故等への対応
 スポーツ庁へ通知すべき消費者事故等

【参考】
「消費者事故等の通知について(依頼)」 令和5年2月22日付け消費者庁消費者安全課、消費者庁消費者政策課、文部科学省大臣官房総務課,
スポーツ庁健康スポーツ課事務連絡
「スポーツ施設における安全確保及び消費者事故等の通知について」令和7年5月9日付けスポーツ庁参事官（地域振興担当）事務連絡
※スポーツ庁HP掲載箇所：https://www.mext.go.jp/sports/b_menu/sports/mcatetop02/list/1386988.htm

（出典）消費者庁「消費者事故等の通知の運用マニュアル
（令和6年3月12日改正）」

• 重大事故等に該当するもの
• 被害の拡大又は同類・類似の消費者事故等が発生するおそれのあるもの

• 事故の発生した床板の写真撮影
• 発生位置の記録
のほか、

• 床破片の保存
• 負傷者の衣類保存
の協力もお願いいたします。

※消費者事故等の報告については、
引き続きご協力お願いいたします。

https://www.mext.go.jp/sports/b_menu/sports/mcatetop02/list/1386988.htm
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